
資料№３

R4.12.1提出分

議案№ 議　　　　案　　　　名 説明者 担当課

議案 承認 12

令和４年度雲南市一般会計補正予算（第５号）の専決処分の
承認を求めることについて
・地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同
条第3項の規定により報告し、議会の承認を求めるものです。
・補正額　 203,960千円　　　補正後の額　 33,254,800千円

歳入は総務部長
歳出は各部長

財政課

条例 96
雲南市個人情報保護法施行条例の制定について
・個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、法律に基づき新たに
条例を制定するもので、議会の議決を求めるものです。

副市長 総務課

97
雲南市個人情報保護審査会条例の制定について
・個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、個人情報保護制度の
適正かつ公平な運営を確保することを目的とした機関を設置するた
め新たに条例を制定するもので、議会の議決を求めるものです。

副市長 総務課

98

地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例
の制定について
・地方公務員法の一部を改正する法律の公布により地方公務員の定
年年齢が引き上げられることに伴い、関係する条例を改正するもの
で、議会の議決を求めるものです。

副市長 人事課

99

雲南市新型コロナウイルス感染症対応基金条例の一部を改正
する条例について
・「新しい生活様式」の確立に向け、新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金を財源とした基金を充当し実施している事業
の事業完了見込みに伴い、条例を改正するもので、議会の議決を求
めるものです。

副市長 財政課

100

雲南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例について

放課後児童クラブ1拠点あたりの職員配置について、支援員2名以
上としているが、利用児童数が少なく、且つ複数拠点がまとまって
合同開催する場合に限り、各拠点支援員1名以上の職員配置を可と
する取扱いに変更することに伴い、条例を改正するもので、議会の
議決を求めるものです。

副市長 子ども政策課

101

雲南市手数料徴収条例の一部を改正する条例について
・都市の低炭素化の促進に関する法律（略称：エコまち法）施行規
則及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（略称：建
築物省エネ法）施行規則の一部改正に伴い手数料を改正するため、
条例の改正が必要となることから、議会の議決を求めるものです。

副市長 建築住宅課

102

雲南市大東町地域福祉センター条例の一部を改正する条例に
ついて
・大東町地域福祉センターの現況に合わせ、施設使用に係る区分及
び使用料を改めるため、条例を改正するもので、議会の議決を求め
るものです。

副市長
大東総合センター

市民福祉課

予算 103 令和４年度雲南市一般会計補正予算（第６号）
・補正額　▲451,400千円　　　補正後の額　 32,803,400千円

歳入は総務部長
歳出は各部長 財政課

104
令和４年度雲南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３
号）
・補正額　 　 3,100千円　　　補正後の額　  4,665,463千円

市民環境部長 財政課

区　　　分
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105
令和４年度雲南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第
２号）
・補正額　   13,735千円　　　補正後の額　  1,221,142千円

市民環境部長 財政課

106
令和４年度雲南市生活排水処理事業特別会計補正予算（第２
号）
・補正額     10,426千円　　　補正後の額　　1,249,564千円

上下水道部長 財政課

107

令和４年度雲南市水道事業会計補正予算（第２号）
【収益的収支】
　・水道事業収益
　　補正額       23,500千円　　補正後の額　 1,387,060千円
  ・水道事業費用
　　補正額       27,227千円　　補正後の額　 1,324,793千円
【資本的収支】
  ・資本的収入
　　補正額     △25,165千円　  補正後の額　   281,263千円
　・資本的支出
　　補正額      △5,193千円　　補正後の額　   803,528千円

水道局長
水道局
総務課

108

令和４年度雲南市下水道事業会計補正予算（第２号）
【収益的収支】
  ・下水道事業費用
　　補正額       11,876千円　　補正後の額　　 974,862千円
【資本的収支】
　・資本的支出
　　補正額           50千円　　補正後の額　   848,755千円

水道局長
水道局
総務課

109

令和４年度雲南市病院事業会計補正予算（第２号）
【収益的収支】
　・病院事業収益
　  補正額　　　　291,604千円　補正後の額　 5,053,606千円
　・病院事業費用
　  補正額　　 　 186,554千円　補正後の額　 5,646,070千円
【資本的収支】
　・資本的収入
　　補正額　　     　▲50千円　補正後の額　   332,071千円

市立病院
事務部長

市立病院
経営課

同意 2

雲南市教育委員会教育長の任命につき同意を求めることにつ
いて
・任期満了に伴う雲南市教育委員会教育長の任命について、地方教
育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、議
会の同意を求めるものです。

市長 人事課

3

雲南市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ
て
・任期満了に伴う雲南市教育委員会委員の任命について、地方教育
行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会
の同意を求めるものです。

副市長 人事課

4

雲南市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め
ることについて
・任期満了に伴う雲南市固定資産評価審査委員会委員の選任につい
て、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるもので
す。

副市長
固定資産評価審査

委員会事務局
（総務課）

5

雲南市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め
ることについて
・任期満了に伴う雲南市固定資産評価審査委員会委員の選任につい
て、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるもので
す。

副市長
固定資産評価審査

委員会事務局
（総務課）
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6

雲南市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め
ることについて
・任期満了に伴う雲南市固定資産評価審査委員会委員の選任につい
て、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるもので
す。

副市長
固定資産評価審査

委員会事務局
（総務課）

報告 21

議会の委任による専決処分の報告について
・法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること及びその和解
に関して、地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決によ
り委任された事項について専決処分したので、同条第2項の規定に
より、議会に報告するものです。

産業観光部長 産業施設課

22

議会の委任による専決処分の報告について
・法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること及びその和解
に関して、地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決によ
り委任された事項について専決処分したので、同条第2項の規定に
より、議会に報告するものです。

産業観光部長 産業施設課

23

議会の委任による専決処分の報告について
・法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること及びその和解
に関して、地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決によ
り委任された事項について専決処分したので、同条第2項の規定に
より、議会に報告するものです。

産業観光部長 産業施設課

24

議会の委任による専決処分の報告について
・法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること及びその和解
に関して、地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決によ
り委任された事項について専決処分したので、同条第2項の規定に
より、議会に報告するものです。

産業観光部長 産業施設課
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